
府中町公共建築物等木材利用促進方針 

 

平成 25 年 1 月 10 日策定 

 

第１ 目的 

この方針は、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」（以下「法」という。）に

基づき、国及び県の基本方針に即し、「府中町公共建築物等木材利用促進方針」（以下「方針」と

いう。）を定め、公共建築物等への広島県産材等による木造化・木質化等を促進することにより、

林業の持続的かつ健全な発展を図り、健全な森林の育成、循環型社会の構築や地球環境の保全、

林業・木材産業の振興に資することを目的とする。 

 

第２ 町の区域内の公共建築物等における木材の利用の促進のための施策に関する基本的事項 

本町において木材の利用を促進すべき公共建築物等とは、広く町民の利用に供される公共性の

高い建築物をいい、当該建築物を整備する者は、可能な限り木造化に努めるものとする。 

 

第３ 町が整備する公共建築物等における木材の利用の目標 

１ 木造化 

  町が公共建築物を整備する場合は、次に掲げるものを除き、低層の公共建築物（高さ 13ｍ 

以下かつ軒高９ｍ以下で、延べ面積 3,000 ㎡以下のものをいう。建築基準法における規制の 

見直し等に係る公共建築物を除く。）は、原則として木造化に努めるものとする。 

 (1)建築基準法等の法令や施設の設置基準などの特殊性により、木造化することが困難な施設。 

 (2)施設の用途や保安、維持管理などの特殊性により、木造化することが困難な施設。 

 (3)その他、木造化することが困難な理由があるもの。 

 

２ 内装等の木質化 

町は、その整備する公共建築物について、内装等の木質化を図ることが適切と判断される部 

分について、内装等の木質化を促進するものとする。 

 

３ その他の木材利用 

  町は、その整備する公共建築物等において、木材を原材料として使用した備品及び消耗品の 

利用を促進するほか、公共土木事業資材についても木製品の利用を促進する。 

 

第４ その他町の区域内の公共建築物等における木材の利用の促進に関し必要な事項 

 木材の利用に関しては、効率的な事業の実施に取り組むとともに、耐震性、耐火性等各関係法

令等に適合するよう配慮し、また維持管理面においても長寿命化に努めるものとする。 

 

   附 則 

 この方針は、平成 25 年 4 月 1日から施行する。 


